


求める人材・採用方針が確立されているか

面接によって判断する目的が明らかになっているか

面接方法・質問内容について、十分検討がなされているか
（「面接マニュアル」の作成、面接担当者全員の事前学習  等）

外面的な容姿、態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準が確立されているか  等

□

□

□

□

本人通知制度について

以下の①～⑪の事項を、応募用紙（エントリーシートを含む）に記載させる、面接時において尋ねる、

作文を課すなどによって把握することや、⑫から⑭を実施することは就職差別につながるおそれがあります。

　職業安定法第５条の５及び法に基づく指針では、

　求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人

情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはならない旨を規定しています。

次の個人情報の収集は原則として認められません
採用選考を行う際には、次の３点を基本的な考え方として

実施することが大切です！

『求職者等の個人情報の取扱い』について『公正な採用選考』はすべての応募者に適用されます。

「公正な採用面接」を行うために、次のチェックポイントを参考にして取り組んでください。

・ 家族の職業、収入、本人の資産などの情報。

・ 容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報など

　住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に

対して交付した事実を通知する制度です。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、

事実関係の早期究明が可能になることから、不正請求を抑止する効果も期待されます。

・ 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書など

人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、

その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

思想及び信条

・ 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会的運動に関する情報など

次の個人情報の収集は原則認められません。

⑫｢身元調査など」の実施。
⑬「本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類」の使用
⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」
の実施

労働組合への加入状況

関連サイト　大阪府ホームページ

● 就職差別に関する相談

https://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/koseisaiyo/sodan.html

本人通知制度に関するサイト

● 大阪府ホームページ「本人通知制度」

https://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jukiseido/honnintuti.html

● 公正な採用選考のために

https://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/koseisaiyo/400-point.html

『人を人としてみる』

人間尊重の精神、

すなわち応募者の

基本的人権を尊重する。

応募者の適性・能力を

基準として

採用選考を行う。

応募者に

広く門戸を開く。

採用選考の方法

⑤｢宗教」　⑥「支持政党」　⑦｢人生観・生活信条など」                　　　 
⑧｢尊敬する人物」　⑨｢思想」
⑩｢労働組合への加入状況｣(労働運動･学生運動など社会運動など)　　　　　
⑪｢購読新聞・雑誌・愛読書など」
に関すること。

本来自由であるべき

事項（思想信条にか

かわること）の把握

①｢本籍・出生地」
②｢家族」(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など）
③｢住宅状況」(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など）
④｢生活環境・家庭環境など」
に関すること。

本人に責任のない

事項の把握

公正な採用選考を行うために

公正な採用面接 のチェックポイント！

指針【平成11年労働省告示第141号】抜粋

※ 違反した場合 は職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。

　また改善命令に違反した場合は、罰則（６ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が

　 科せられる場合があります。


